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令和４年11月現在

      大阪城東部地区のまちづくりについて

４ 森之宮地域・城東区役所とUR都市機構等の意見交換

▪ 令和2年４月「UR都市機構森之宮団地を含む森之宮地域の町づくり及び地域再開
発についての要望書」へ回答（城東区・都市計画局・経済戦略局連名）。

▪ 「大阪城東部地区のまちづくりの方向性」の策定以降、森之宮地域活動協議会の代
表の方と城東区長、独立行政法人都市再生機構（UR都市機構）の担当者を交え、
森之宮地域のまちづくりにかかる意見交換会（※）を実施。

（※令和２年6月、９月、令和３年10月、令和４年４月および11月の5回実施）

▪ その他にも地域活動協議会と区長との意見交換会（年２回実施）や森之宮地域活
動協議会と大阪メトロとの意見交換（令和３年１月実施）を実施。

▪ ご意見などを都度、市の担当部署や関係者間で速やかに共有、課題として認識。



スマートエイジングの取組みを周知する
「もりもり健康通信」を隔月発行。
地域と参画機関で全戸配布（H30～）

・高齢者等の在宅療養のライフスタイルを提案する
モデルルームをＵＲ団地内に開設（H27)

・大阪公立大学のアドバイスを受けリニューアル(R4)

まちの保健室・健康相談会の実施(H27～）
オープンホスピタルの開催（H28）

単身高齢者等のための
「安心登録制度」
「見守りサポート事業」
「安心訪問」などの
見守り活動（H30～）

シニア世代のための「スマホ教室」
の実施（R4）※通信事業者との連携

「健康測定会」（H27～）
「健康まつり」の開催（R１）
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森之宮地域
「福祉・健康の向上に関する主な取組み」

地域行事における健康講座・健康体操の実施
（H27～）



ふれあい喫茶・秋祭り等の地域行事において設営や従事者として地域の方々との
交流を深めた。

地域行事のスタッフ参加

リハビリテーション学研究科

◆コロナ禍における高齢住民の健康状態把握調査
◆不活発予防マグネットの全戸配布（R２)

◆マップ作成のための地域内フィールドワーク
◆フィールドワークをもとに「森之宮健康マップ」を
作成・全戸配布。（R３）

◆「森之宮健康マップ」配布による活動量変化の調査と
活動量の分析結果報告・身体機能の計測会を開催。(R3)

～スマホの活用ができれば～
①YouTubeやインターネットで体操や新型コロナ
ウイルス予防など関連した情報を検索できれば
有用である

②ＬＩＮＥなどコミュニケーションツールを活用
することで、感染予防の中、孤立感の解消や情
報交換が可能になる

◆作業療法学生と作業療法士が教える
「スマホ教室＆健康測定会」の開催（R4）

身体と心の健康チェック 測定結果をもとに教授陣がフィードバック

●大学院現代システム科学研究科 野村恭代教授

都市科学・防災研究センター

◆防災講演会の開催（R３）

コロナ禍ということもあり、地域の
防災訓練と並行して講演会を開催。サテ
ライト会場と家庭でご覧になる
ハイブリッド型を初めて採用した。

◆中浜地域コミュニティ防災人材育成プログラムの実施（R４）

コミュニティのハザードと災害リスクの分析ほかコミュニティ人材に必要なスキル
を身に着けた

VRを活用したまち歩き。第２段階の３回目では自分達でルートを計画
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大阪公立大学との連携の取組み
大学を含めた連携協定を締結（R4.10.31）



森之宮地域と区長との意見交換会
申出内容と回答①

《令和２年度１回目》R2.6.10

◆申出項目なし

《令和２年度２回目》R2.11.18

申出内容 回答

・もと森之宮焼却工場の官舎
・ガラスが割れたところ等から、カラスが建屋内に侵入し、
住処にしている。カラスの数も増えてきているように思う。
養生等の対策を頂き住み着かないようにしてほしい。

・焼却炉プラント撤去工事について、令和3年3月以降開始予
定となっており、工事着手の際に工場棟すべての開口部を塞
ぎます。
・お申し出の官舎に付きましても、残置物撤去を行い、カラ
ス等が住み着いてる形跡を確認次第、速やかに開口部を塞ぎ
ます。

・上新庄生野線（森之宮小学校東側道路）の街路樹として植
樹されている”アオギリ”の落葉が始まっている。葉が大きく雨
の日等は足を滑らす原因になる。
・12月5日に地域一斉清掃を予定しており、その日までの剪定
をお願いしたい。併せて、将来的には伐採処理をいただけれ
ばありがたい。

・申し出の路線のアオギリは2年の1回剪定。
・次回はR3年剪定予定。環境局により、12月4日（金）当該
箇所について、清掃実施予定。
・伐採予定はありませんが、将来的に樹木更新をする場合の
候補とします。

・上新庄生野線の不法投棄が無くならない。定期的な撤去や
防犯カメラ設置、警告活動等の処置を検討願いたい。

・先般、不法投棄禁止警告看板を掲示し、注意喚起を図りま
した。
・また、毎月の植樹帯清掃作業、年3回（5月・8月・11月）
の雑草除草作業を実施しています。
・看板設置後は、大きな不法投棄物はありませんが、今後更
に、近隣施設等に警告看板を掲示協力を求め、看板増設を図
るとともに、巡視強化に努めてまいります。
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